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第１  目的 

この要領は、水道法（昭和３２年法律第１７７号。以下「法」という。）、同

法施行令（昭和３２年政令第３３６号。以下「政令」という。）、同法省令（昭

和３２年厚生省令第４５号。以下「省令」という。）に定めるもののほか、簡

易専用水道に関する事務処理方法を定め、円滑な運営を図ることを目的とす

る。 

 

第２  簡易専用水道 

簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であ

って、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものを

いう。ただし、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けら

れる水槽の有効容量の合計が１０ｍ３以下であるものを除く。 

 

第３  保健所への届出 

１  簡易専用水道の設置の届出 

 簡易専用水道を設置した者は、速やかに保健所長へ届出する１)。 

提出書類 

簡易専用水道設置届（様式１） 

 

２  届出記載事項の変更の届出 

簡易専用水道の設置者は、第３の１に規定する申請書の記載事項に変更を生

じた場合は、速やかに保健所長へ届出する。 

提出書類 

簡易専用水道届出事項変更届（様式２） 

 

３  簡易専用水道の廃止の届出 

 簡易専用水道の設置者は、水道施設が法第３条第７項に規定する簡易専用水

道に該当しなくなった場合は、速やかに保健所長へ届出する。 

 提出書類 

  簡易専用水道廃止届（様式３） 

 

第４  簡易専用水道の維持管理 

１  管理基準 

 簡易専用水道の設置者は、省令で定める基準に従い、その水道を管理しなけ

ればならない。 

水槽の掃除を毎年１回以上定期に行わなければならない。 

（凡例） 

１…第 1 条 

①…第 1 項 

 

 

 

 

 

法 3⑦ 

政令2 

 

 

 

 

 

法 39③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法 34 の 2① 

省令 55 
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(1)  水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために

必要な措置を講じなければならない。 

(2)  給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異

常を認めたときは、法第４条で規定される水質基準に掲げる事項のうち必要な

ものについて検査を行わなければならない。 

 

２  検査 

 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、毎年１回以上

定期に地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者

の検査を受けなければならない。２） 

 

第５  簡易専用水道の危機管理 

供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を

停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を

講じなければならない。 

１  給水緊急停止の届出 

 簡易専用水道の設置者は、省令第５５条第４号に規定する給水の緊急停止を

した場合は、直ちに保健所長へ届出する。 

提出書類 

 簡易専用水道給水緊急停止届（様式４） 

 

２  給水再開の届出 

簡易専用水道の設置者は、省令第５５条第４号に規定する緊急停止した水道

施設の改善措置が完了し給水を再開する場合は、速やかに保健所長へ届出す

る。 

提出書類 

 簡易専用水道給水再開届（様式５） 

 

３  健康に影響を及ぼす（おそれのある）水質事故が発生した場合の措置３),４),５),６),７) 

(1)  対象となる水質の異常 

ア 水道施設における事故 

イ 飲料水を原因とする食中毒又は感染症の発生 

ウ 水道から供給される飲料水におけるクリプトスポリジウム及びジア

ルジア（以下「クリプトスポリジウム等」という）の塩素処理に耐性を

有する病原生物の検出情報 

エ 浄水の遊離残留塩素が 0.1mg/L未満となった場合 

 

 

 

 

 

 

 

法 34 の 2② 

省令 56① 

 

 

 

省令 55④ 
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オ 一般細菌、大腸菌、シアン化物イオン及び塩化シアン、水銀及びその

化合物のいずれかについて、基準を超えている場合 

カ 別表 １から３１までの項目のうち、オに掲げる項目を除いた項目に

ついて、基準値超過が継続すると見込まれる場合 

キ その他これらに準ずる水質異常が発生した場合（例：水質管理目標設

定の目標値超過が継続すると見込まれた場合等） 

(2)  保健所への報告 

簡易専用水道の設置者は、第５の３（1）に該当する事例が発生した場合

及び当該施設の改善措置が完了した場合は、直ちに保健所長へ報告する。 

報告を受けた保健所担当者は、速やかに国土交通省中部地方整備局水道課

又は県庁水資源課へ報告する。 

 

第６  行政指導 

保健所長は、簡易専用水道の設置者（国の設置するものを除く）に対して報

告徴収及び立入検査、改善の指示、給水停止命令を行うことができる。 

国の設置する簡易専用水道の設置者に対しては、国土交通大臣が行う。 

１  報告の徴収及び立入検査 

 保健所長は、簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認め

る場合は、簡易専用水道の設置者から簡易専用水道の管理について必要な報告

を徴し、又は当該職員をして簡易専用水道の用に供する施設のある場所若しく

は設置者の事務所に立ち入らせ、その施設、水質若しくは必要な書類を検査さ

せることができる。 

法第３９条第３項の規定による報告の徴収に基づく届出書類 

ア 第３の１に規定する簡易専用水道の設置の届出 

イ 第３の２に規定する届出記載事項の変更の届出 

ウ 第３の３に規定する簡易専用水道の廃止の届出 

エ 第５の１に規定する給水緊急停止の届出 

オ 第５の２に規定する給水再開の届出 

カ 第５の３（2）に規定する保健所への報告 

キ そのほか保健所長が認める簡易専用水道の管理について必要な報告 

 

２  改善の指示 

 保健所長は、簡易専用水道の管理が、法第３４条の２第１項に規定する基準

に適合していないと認めるときは、当該簡易専用水道の設置者に対して、期間

を定め、清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示することができる。 

なお改善の指示は、「簡易専用水道改善指示書（様式６）」の交付により行う。 
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法 50 の 2② 
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法 36③ 

省令55 
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附 則 

この要領は平成３１年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

 この要領は令和 ２年 ７月２９日から施行する。 

附 則 

 この要領は令和 ６年 ５月 １日から施行する。 

 

 

 

３  給水停止命令 

 保健所長は、簡易専用水道の設置者が、法第３６条第３項に規定する指示に

従わない場合において、給水を継続することが当該水道の利用者の利益を阻害

すると認めるときは、その指示に係る事項を履行するまでの間、当該水道によ

る給水の停止すべきことを命ずることができる。 

 なお給水停止の命令は、「簡易専用水道給水停止命令書（様式７）」の交付に

より行う。 

 

 

 

 

法 37 

 

 

 

 

 

 

  



  

別表 

水質基準に関する省令（平成 15年厚生労働省令第 101 号） 

平成16年 4月 1日施行 令和６年 4月 1日一部改正 

 項目 基準値 

1 一般細菌 
１ｍｌの検水で形成される集落数が１００以下であるこ

と。 

2 大腸菌 検出されないこと。 

3 カドミウム及びその化合物 
カドミウムの量に関して、０．００３ｍｇ/ｌ以下である

こと。 

4 水銀及びその化合物 水銀の量に関して、０．０００５ｍｇ/ｌ以下であること。 

5 セレン及びその化合物 セレンの量に関して、０．０１ｍｇ/ｌ以下であること。 

6 鉛及びその化合物 鉛の量に関して、０．０１ｍｇ/ｌ以下であること。 

7 ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、０．０１ｍｇ/ｌ以下であること。 

8 六価クロム化合物 
六価クロムの量に関して、０．０２ｍｇ/ｌ以下であるこ

と。 

9 亜硝酸態窒素 ０．０４ｍｇ/ｌ以下であること。 

10 シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、０．０１ｍｇ/ｌ以下であること。 

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 １０ｍｇ/ｌ以下であること。 

12 フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、０．８ｍｇ/ｌ以下であること。 

13 ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、１．０ｍｇ/ｌ以下であること。 

14 四塩化炭素 ０．００２ｍｇ/ｌ以下であること。 

15 １．４－ジオキサン ０．０５ｍｇ/ｌ以下であること。 

16 
シス－１．２ジクロロエチレン及び

トランス－１．２ジクロロエチレン 
０．０４ｍｇ/ｌ以下であること。 

17 ジクロロメタン ０．０２ｍｇ/ｌ以下であること。 

18 テトラクロロエチレン ０．０１ｍｇ/ｌ以下であること。 

19 トリクロロエチレン ０．０１ｍｇ/ｌ以下であること。 

20 ベンゼン ０．０１ｍｇ/ｌ以下であること。 

21 塩素酸 ０．６ｍｇ/ｌ以下であること。 

22 クロロ酢酸 ０．０２ｍｇ/ｌ以下であること。 

23 クロロホルム ０．０６ｍｇ/ｌ以下であること。 

24 ジクロロ酢酸 ０．０３ｍｇ/ｌ以下であること。 

25 ジブロモクロロメタン ０．１ｍｇ/ｌ以下であること。 

26 臭素酸 ０．０１ｍｇ/ｌ以下であること。 

27 総トリハロメタン（クロロホルム、 ０．１ｍｇ/ｌ以下であること。 



  

ジブロモクロロメタン、ブロモジク

ロロメタン及びブロモホルムのそれ

ぞれの濃度の総和） 

28 トリクロロ酢酸 ０．０３ｍｇ/ｌ以下であること。 

29 ブロモジクロロメタン ０．０３ｍｇ/ｌ以下であること。 

30 ブロモホルム ０．０９ｍｇ/ｌ以下であること。 

31 ホルムアルデヒド ０．０８ｍｇ/ｌ以下であること。 

32 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、１．０ｍｇ/ｌ以下であること。 

33 アルミニウム及びその化合物 
アルミニウムの量に関して、０．２ｍｇ/ｌ以下であるこ

と。 

34 鉄及びその化合物 鉄の量に関して、０．３ｍｇ/ｌ以下であること。 

35 銅及びその化合物 銅の量に関して、１．０ｍｇ/ｌ以下であること。 

36 ナトリウム及びその化合物 
ナトリウムの量に関して、２００ｍｇ/ｌ以下であるこ

と。 

37 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、０．０５ｍｇ/ｌ以下であること。 

38 塩化物イオン ２００ｍｇ/ｌ以下であること。 

39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） ３００ｍｇ/ｌ以下であること。 

40 蒸発残留物 ５００ｍｇ/ｌ以下であること。 

41 陰イオン界面活性剤 ０．２ｍｇ/ｌ以下であること。 

42 ジェオスミン ０．００００１ｍｇ/ｌ以下であること。 

43 ２－メチルイソボルネオール ０．００００１ｍｇ/ｌ以下であること。 

44 非イオン界面活性剤 ０．０２ｍｇ/ｌ以下であること。 

45 フェノール類 
フェノールの量に換算して、０．００５ｍｇ/ｌ以下であ

ること。 

46 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） ３ｍｇ/ｌ以下であること。 

47 ｐＨ値 ５．８以上８．６以下であること。 

48 味 異常でないこと。 

49 臭気 異常でないこと。 

50 色度 ５度以下であること。 

51 濁度 ２度以下であること。 

 



  

 

                            

１)平成 18 年 3月 16 日環水第 302 号簡易専用水道の台帳整備等に関する徹底について 

２)平成 15 年 7月 23 日厚生労働省告示第 262号「簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必

要な事項」 

３）平成 25 年 10 月 25 日付け健水発 1025 第 1 号厚生労働省健康局水道課長通知「健康危機管理

の適正な実施並びに水道施設への被害情報及び水質事故等に関する情報の提供について」 

４）平成 29 年 4 月 3 日付け厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部水道課事務連絡「健

康危機管理の適正な実施並びに水道施設への被害情報及び水質事故等に関する情報の提供に

ついて（改正）」 

５）平成 26 年 2 月 4 日付け環水第194 号静岡県くらし・環境部長通知「健康危機管理の適正な実

施並びに水道施設への被害情報及び水質事故等に関する情報の提供について」  

６）平成 29 年 4 月 17 日付け環水第 40 号静岡県くらし・環境部長事務連絡「健康危機管理の適正

な実施並びに水道施設への被害情報及び水質事故等に関する情報の提供について（改正）」 

７）平成 28 年 3 月 31 日付け生食水発 0331第 2 号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安

全部水道部長通知「水質異常時における摂取制限を伴う給水継続の考え方について」 



様式１

住所（所在地）

設置者

氏名（名称及び代表者氏名）

所在地

地下　　　　階

　年　　月　　日　

（あて先）浜松市保健所長

簡易専用水道設置届

　簡易専用水道を設置したので、次のとおり届出します。

施設

名称 特定建築物 該当・非該当

設置者  TEL連絡先

　浜松市　　　区

主たる用途 共同住宅・事務所・百貨店・旅館・店舗・学校・その他（　　　　　　）

規模 　　　　　　　棟
（棟数）

　　　　　㎡
（延床面積）

地上　　　　階

維持管理
担当者

住所又は所在
地

氏名又は名称 連絡先  TEL

（法人の場合）
担当部署名

給水方式
高置水槽方式・ポンプ直送方式
その他（　　　　　　　　）

塩素滅菌器 有・無 防錆剤 有・無

給水設備
設置年月 設置場所 槽脚 材質 総容量 有効容量 受水水道名 備考

区分

屋内
屋外
屋上

有・無 ㎥ ㎥

屋内
屋外
屋上

有・無 ㎥ ㎥

屋内
屋外
屋上

有・無 ㎥

㎥ ㎥

㎥

１５㎥ １２㎥ 浜松市上水道

屋内
屋外
屋上

有・無

屋内
屋外
屋上

有・無 ＦＲＰ ５㎥

（記載例）

受水槽 令和６年４月
屋内
屋外
屋上

有・無 ＦＲＰ

３㎥ 浜松市上水道高置水槽 令和６年４月



（職員記入欄）※受水槽が複数設置されている場合は特に注意すること。

簡易専用水道として計上する有効容量：　　　　　　　　㎥

＜概略図＞

（記載例）

＜建物・設備配置図＞

B 

1 F

2 F

3 F

上水

受水槽
（１５㎥）

高置水槽
（５㎥）



様式２

住所（所在地）

届出者

氏名（名称及び代表者氏名）

　年　　月　　日

（あて先）浜松市保健所長

　簡易専用水道の届出事項を変更したので、次のとおり届出します。

簡易専用水道届出事項変更届

〇提出書類
１　構造設備を変更したときは、変更後の図面等

変更事項 変更前 変更後

変更年月日

施設名称

施設所在地 　浜松市　　　区

年　　　　　月　　　　　日



様式３

住所（所在地）

届出者

氏名（名称及び代表者氏名）

　年　　月　　日

（あて先）浜松市保健所長

　簡易専用水道を廃止したので、次のとおり届出します。

簡易専用水道廃止届

廃止年月日

施設名称

施設所在地 　浜松市　　　区

年　　　　　月　　　　　日



様式４ 

  年  月  日 

（あて先）浜松市保健所長 

住所（所在地） 

届出者 

氏名（名称及び代表者氏名） 

 

 

 

簡易専用水道給水緊急停止届 

 

簡易専用水道の給水を緊急停止したので、次のとおり届出します。 

 

施 設 名 称   

施 設 所 在 地  浜松市   区  

発 生 場 所  

給水の緊急停止年月日 年   月   日 

状 況  

原 因  

応 急 措 置  

対 策  

 

 



様式５ 

  年  月  日 

（あて先）浜松市保健所長 

住所（所在地） 

届出者 

氏名（名称及び代表者氏名） 

 

 

 

簡易専用水道給水再開届 

 

緊急停止していました簡易専用水道の給水を再開しますので、次のとおり届出

します。 

 

施 設 名 称   

施 設 所 在 地  浜松市   区  

給水の緊急停止届出年月日  年   月   日 

給水の緊急停止年月日 年   月   日 

給水再開予定年月日  年   月   日 

 

 



様式６ 

第    号  

年  月  日  

 

  住所（所在地） 

  氏名（名称及び代表者氏名）  様 

 

浜松市保健所長 氏名  印 

 

 

簡易専用水道改善指示書 
 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第３６条第３項の規定により、

次のとおり改善を指示します。 
 

 

 

施設名称 

 

施設所在地 

 

指示事項 

 
 

指示の理由 
 

 

教示  
１ この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して３か月以内に、浜松市長に対して審査請求をすることができます。 
２ この処分については、審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日

から起算して６か月以内に、浜松市を被告として（訴訟において浜松市を代表する

者は浜松市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。 
なお、審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 
３ ただし、上記の期間が経過する前であっても、この処分があった日（審査請求を

した場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があった日）の翌日から起算して

１年を経過すると、正当な理由がない限り、審査請求をすること又は処分の取消し

の訴えを提起することができなくなります。 



様式７ 

第    号  

年  月  日  

 

  住所（所在地） 

  氏名（名称及び代表者氏名）  様 

 

浜松市保健所長 氏名  印 

 

 

簡易専用水道給水停止命令書 
 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第３７条の規定により、次のと

おり給水を停止することを命じます。 
 

 

 

施設名称 

 

施設所在地 

 

命令事項 

 
 

命令の理由 
 

 

教示  
１ この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して３か月以内に、浜松市長に対して審査請求をすることができます。 
２ この処分については、審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日

から起算して６か月以内に、浜松市を被告として（訴訟において浜松市を代表する

者は浜松市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。 
なお、審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 
３ ただし、上記の期間が経過する前であっても、この処分があった日（審査請求を

した場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があった日）の翌日から起算して

１年を経過すると、正当な理由がない限り、審査請求をすること又は処分の取消し

の訴えを提起することができなくなります。 

 


